
1 「考帳」について

は
じ
め
に

　

平
安
時
代
の
法
制
史
料
等
の
中
に
、「
考
帳
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
み
ら
れ

る
。
実
例
が
残
さ
れ
て
い
な
い
上
に
、
関
連
史
料
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
実
態

は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
そ
の
時
期
も
ほ
ぼ
平
安
時
代
前
期
に
限
ら
れ
る
た

め
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
官
人
の
勤

務
評
定
に
関
す
る
帳
簿
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
（
1
（

が
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
奈
良

時
代
の
半
ば
に
は
す
で
に
形
式
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
官
人
考
課
（
（
（

に
お

い
て
、
そ
の
よ
う
な
文
書
が
む
し
ろ
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
登
場
す
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
、
考
課
制
度
に
お
け
る
考
帳
の
位
置

づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
律
令
官
人
制
の
実
態
を
考
え
る
上
で
必
要
な

課
題
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
考
帳
の
果
た
し
た
機
能
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

一　
諸
史
料
に
お
け
る
考
帳

（
１
）『
延
喜
式
』
の
中
の
考
帳

　

ま
ず
同
一
史
料
の
中
で
、
考
帳
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を

み
る
た
め
、『
延
喜
式
』
で
規
定
さ
れ
る
関
係
史
料
を
提
示
す
る
。

【
史
料
１
】『
延
喜
式
』
式
部
省
上
・
兵
部
省
（［  

］
内
は
割
注
等
、
以
下
同
じ
（

ａ 

凡
諸
司
番
上
把
笏
者
、
不
レ
与
二
公
験
一。
其
舎
人
使
部
伴
部
之
類
、
皆
与
二

公
験
一。
其
式
如
レ
左
。

式
部
省

　

位
姓
名［
年
若
干
、
某
国
某
郡
人
］

右
人
元
某
色
。
今
補
二
某
司
某
色
一、
任
為
二
公
験
一。

　
　
　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

 

録
位
姓
名

輔
位
姓
名

　
　

 

右
印
署
訖
告
二
知
本
司
一、
令
レ
附
二
考
帳
一。
仍
即
給
与
。
随
身
為
レ
験
。

 

（
式
部
省
上
（

〈
論
説
〉

「
考
帳
」
に
つ
い
て

田　

原　

光　

泰



（

ｂ 

凡
郡
司
補
任
之
後
、
二
年
頻
不
レ
附
二
考
帳
一
者
解
任
。 

（
式
部
省
上
（

ｃ 
凡
新
補
二
諸
国
史
生
一、
皆
先
身
自
向
レ
省
申
二
本
色
位
姓
名
一。
然
後
比
二
校

考
帳
一
、
知
レ
実
申
レ
官
。 

（
式
部
省
上
（

ｄ
凡
中
宮
・
春
宮
舎
人
、
及
三
色
資
人
等
、
待
二
考
帳
一
放
出
。 （
式
部
省
上
（

ｅ 

凡
外
位
任
二
内
職
事
一
者
、
即
改
入
二
内
位
一。
若
内
位
任
二
外
職
事
一
者
、

亦
改
二
外
位
一。
若
内
番
上
附
二
外
考
帳
一
者
、
雖
レ
帯
二
八
位
以
上
一、
不
レ
聴
レ

貢
二
位
子
一
。 

（
式
部
省
上
（

ｆ 

凡
左
右
馬
寮
騎
士
毎
寮
十
人
、
兵
庫
寮
工
部
廿
人
、
鼓
吹
生
卅
四
人
、
隼

人
司
作
手
隼
人
廿
人
、
省
随
二
其
解
移
一
申
レ
官
。
勘
籍
補
之
。
其
考
帳
者
、

毎
年
送
レ
省
。 

（
兵
部
省
（

　

考
帳
が
何
ら
か
の
形
で
考
課
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、「
考
」
の
呼
称
か
ら
推

測
で
き
る
が
、『
延
喜
式
』
の
中
で
こ
の
文
書
が
式
部
式
お
よ
び
兵
部
式
に
し

か
み
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ｆ
の
よ
う
に
毎
年
官
司
で
作
成
さ
れ
る
こ
と
、
な

ど
は
そ
れ
を
裏
付
け
よ
う
。

　

次
に
、
こ
の
文
書
の
所
在
お
よ
び
移
動
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
。
ま
ず

ｄ
・
ｆ
か
ら
、
こ
の
文
書
は
諸
司
か
ら
式
部
・
兵
部
省
に
送
付
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
諸
司
か
ら
二
省
に
対
し
、
考
課
に
関
す
る
情
報
を

報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ｃ
の
よ
う

に
二
省
に
常
備
さ
れ
る
官
人
台
帳
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ｅ

か
ら
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
を
整
合
的
に
考
え
れ

ば
、
二
省
へ
の
報
告
書
だ
け
で
な
く
、
報
告
さ
れ
た
情
報
を
ス
ト
ッ
ク
し
た
二

省
内
の
官
人
台
帳
も
ま
た
考
帳
と
呼
ば
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
ａ
で

は
、
雑
任
等
の
任
用
手
続
に
つ
い
て
、
式
部
省
で
の
印
署
が
お
わ
っ
た
あ
と
、

「
告
二
知
本
司
一、
令
レ
附
二
考
帳
一
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
考
帳
は
、
諸
司
に
お

け
る
官
人
台
帳
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
省
へ
報

告
す
べ
き
情
報
を
日
常
的
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
た
諸
司
の
官
人
台
帳
も
ま
た
、

考
帳
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ｅ
も
あ
る
い
は
そ
う
し
た
台
帳
を
指

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
同
一
名
称
の
複
数
の
文
書
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
考
課
に
関
わ
る
同
質
の
情
報
が
記
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
い
ず
れ
も
「
考
帳
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
２
）
考
帳
使
用
の
事
例

　

次
に
、
考
帳
が
実
際
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
史
料
に
つ
い
て

み
て
お
き
た
い
。
確
実
な
事
例
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
２
】 『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
（
十
一
月
二

十
九
日
太
政
官
符

太
政
官
符

　

応
三
勲
位
人
差
二
健
児
一
事［
除
二
大
宰
陸
奥
出
羽
佐
渡
等
府
国
一
也
］

右
得
二
美
濃
国
解
一
偁
、
被
二
太
政
官
去
六
月
十
一
日
符
一
偁
、
外
散
位
者
、

便
令
レ
直
レ
国
、
駆
二
使
雑
事
一、
量
二
事
閑
繁
一
令
レ
申
二
其
数
一。
余
令
三
贖
労

物
送
二
京
庫
一
者
。
而
有
二
勲
位
一
人
、
身
雖
二
強
壮
一、
或
乏
二
家
資
一、
無
レ

由
二
贖
労
一。
望
請
、
停
レ
差
二
白
丁
一、
差
二
勲
位
人
一、
結
番
上
下
、
以
預
二

考
帳
一。
謹
請
二　

官
裁
一
者
。
被
二
大
納
言
従
三
位
神
王
宣
一
偁
、
奉　
レ

勅
、
依
レ
請
。
諸
国
亦
准
レ
此
行
レ
之
。

　
　

延
暦
十
六
年
十
一
月
廿
九
日

【
史
料
３
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
六
年
（
八
八
二
（
十
二
月
癸
亥
条

聴
下
主
殿
寮
殿
部
十
人
以
二
異
姓
入
色
一
加
中
補
其
闕
上。
先
レ
是
、
宮
内
省
言
、
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主
殿
寮
申
請
、
検
二
職
員
令
一、
殿
部
卌
人
以
二
日
置
・
子
部
・
車
持
・
笠

取
・
鴨
五
姓
人
一
為
レ
之
。
今
或
氏
挙
レ
家
絶
滅
、
或
氏
無
レ
心
二
直
寮
一。

因
レ
茲
差
二
役
雑
事
一、
常
煩
二
人
乏
一。
為
レ
済
二
公
事
一、
仮
補
二
異
姓
一
。
功

積
労
成
、
移
二
式
部
省
一。
而
称
レ
不
レ
載
二
考
帳
一、
常
事
二
勘
却
一。
望
請
承

和
六
年
八
月
十
四
日
補
二
異
姓
白
丁
五
人
一
之
外
、
宛
二
補
十
人
一。
其
遺
廿

五
人
、
待
二
五
姓
人
一
以
補
レ
之
。
従
レ
之
。

【
史
料
４
】 『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
（
五
月
二
十
二
日

坂
上
高
晴
・
善
道
維
則
申
文

　

従
八
位
下
刑
部
宿
禰
福
秀［
但
馬
国
美
含
郡
人
］

　
　

望
下
当
郡
少
領
刑
部
福
保
補
任
之
後
経
レ
年
不
レ
附
二
考
帳
一
替
上

右
弁
官
給
主
政
帳
廿
一
人
内
、
維
則
任
二
官
史
一
之
時
、
去
承
平
六
七
両

年
給
、
高
晴
同
七
年
給
三
合
之
代
、
以
二
件
福
秀
一
所
レ
請
如
レ
件
。
兼
被
レ

免
二
無
レ
譜
之
責
一。
謹
言
。

　
　
　
　

天
慶
二
年
五
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　

大
外
記
坂
上
高
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
隅
守
善
道
朝
臣
維
則

　

ま
ず
【
史
料
２
】
は
、「
考
帳
」
の
初
見
史
料
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
考
帳

は
、
式
部
・
兵
部
省
な
い
し
は
諸
司
（
諸
国
（
な
ど
に
常
備
さ
れ
た
官
人
台
帳

を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
考
帳
に
「
預
」
か
る
と
い
う
こ
と
が
、
考
課

の
対
象
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。【
史
料
３
】
の
考
帳

に
つ
い
て
も
、
式
部
省
に
お
い
て
、
考
課
対
象
者
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
官
人

台
帳
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
【
史
料
２
】、

お
よ
び
【
史
料
１
ｅ
】
の
「
外
考
帳
」
か
ら
、
外
位
の
者
に
つ
い
て
も
考
帳
記

載
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
台
帳
と
し

て
の
考
帳
は
、
官
人
全
般
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
台
帳
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

と
く
に
雑
任
な
ど
の
下
級
官
人
任
用
時
に
は
必
須
の
文
書
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
な
お
、【
史
料
４
】
に
み
え
る
考
帳
は
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
を
指
す

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

さ
て
、【
史
料
２
】【
史
料
３
】
で
は
、
個
々
人
に
関
す
る
情
報
の
中
身
と
い

う
よ
り
も
、
台
帳
へ
の
登
載
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
考

帳
は
、
考
課
対
象
者
の
名
前
や
位
階
が
記
さ
れ
た
、
た
ん
な
る
歴
名
の
よ
う
な

文
書
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
に

つ
い
て
考
え
た
場
合
、
そ
う
し
た
文
書
は
勤
務
評
定
書
そ
の
も
の
で
あ
る
「
考

文
」
と
内
容
的
に
重
複
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
考
文
の
実
例
（
3
（

に
よ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
当
年
の
考
課
を
受
け
た
者
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
の
記
載
は
も
ち
ろ

ん
、
上
日
不
足
な
ど
で
当
年
の
考
課
が
受
け
ら
れ
な
い
者
も
含
め
、
そ
の
官
司

に
所
属
す
る
考
課
対
象
者
は
す
べ
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
【
史
料
１
ｄ
】
の
「
待
二
考
帳
一
放
出
」
な
ど
に
は
、
考
課
対
象
者
の

確
認
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ

う
。
結
果
と
し
て
、
た
ん
な
る
歴
名
の
よ
う
な
文
書
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能

性
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
本
来
的
な
性
格
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
れ
で
は
考
帳
と
は
、
考
課
の
中
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　
考
帳
の
系
譜

　

史
料
上
に
考
帳
が
登
場
す
る
の
が
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
す
れ
ば
、
考

帳
と
は
、
あ
る
い
は
先
述
の
考
文
が
変
化
し
た
文
書
と
も
と
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、『
延
喜
式
』
に
は
、
考
帳
と
は
別
に
考
文
に
関
す
る
規
定
が
多

く
み
ら
れ
る
し
、
そ
の
後
も
考
文
お
よ
び
そ
の
呼
称
は
残
る
か
ら
、
考
文
と
同
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一
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
で
は
考
帳
と
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
突
然
に

作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
考
課
関
係
文
書
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
１
）「
功
過
行
能
」
と
考
帳

　

考
帳
が
考
文
と
併
存
す
る
考
課
関
係
文
書
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
ま
ず
確
認

し
て
お
き
た
い
の
が
、
考
課
の
基
本
を
規
定
し
た
考
課
令
１
内
外
官
条
の
「
凡

内
外
文
武
官
初
位
以
上
、
毎
レ
年
当
司
長
官
、
考
二
其
属
官
一。
応
レ
考
者
、
皆
具

録
二
一
年
功
過
行
能
一、
並
集
対
読
、
議
二
其
優
劣
一、
定
二
九
等
第
一
」
で
あ
る
。

実
質
面
は
と
も
か
く
、
建
前
上
、
こ
の
一
年
間
の
「
功
過
行
能
」
を
も
と
に
、

等
第
が
決
定
さ
れ
、
考
文
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
関
し
て
同
条

集
解
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

【
史
料
５
】
考
課
令
１
内
外
官
条
集
解
讃
記

讃
云
、
応
レ
考
者
、
謂
私
案
、
縦
不
レ
応
レ
考
、
亦
尚
可
レ
録
二
功
過
行
能
一。

何
者
、
雖
レ
処
二
不
考
一、
必
可
レ
注
二
考
帳
一
故
。
又
各
功
過
灼
然
者
、
別

記
可
レ
送
故
。

　

こ
の
讃
記
に
よ
れ
ば
、
当
年
の
考
課
に
関
し
て
、
上
日
の
不
足
、
そ
の
他
の

理
由
で
「
不
考
」
の
扱
い
に
な
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
本
司
で
は
な
お
「
功
過

行
能
」
を
記
録
し
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
内
容
は
、「
考

帳
」
に
記
載
す
る
か
ら
だ
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
不
考
」

の
者
の
情
報
が
、
実
際
に
考
帳
に
収
載
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
こ

か
ら
は
、
考
帳
の
内
容
に
つ
い
て
、
考
課
の
基
礎
に
な
る
「
功
過
行
能
」
が
記

録
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

「
功
過
行
能
」
を
記
す
と
い
う
文
書
と
は
、
戸
令
・
考
課
令
お
よ
び
『
続
日
本

紀
』
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
「
考
状
」
と
の
関
連
性
が
指
摘
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
史
料
６
】
戸
令
33
国
守
巡
行
条

凡
国
守
、
毎
レ
年
一
巡
二
行
属
郡
一。（
中
略
（
其
郡
境
内
、
田
疇
闢
、
産
業

脩
、
礼
教
設
、
禁
令
行
者
、
為
二
郡
領
之
能
一。
入
二
其
境
一、
人
窮
遺
、
農

事
荒
、
姧
盗
起
、
獄
訟
繁
者
、
為
二
郡
領
之
不
一。
若
郡
司
在
レ
官
公
廉
、

不
レ
及
二
私
計
一、
正
レ
色
直
レ
節
、
不
レ
飾
二
名
誉
一
者
、
必
謹
而
察
之
。
其

情
在
二
貪
穢
一、
諂
諛
求
レ
名
、
公
節
無
レ
聞
、
而
私
門
日
益
者
、
亦
謹
而
察

之
、
其
政
績
能
不
、
及
𨗈
迹
善
悪
、
皆
録
入
二
考
状
一、
以
為
二
褒
貶
一。
即

事
有
二
侵
害
一、
不
レ
可
レ
待
レ
至
レ
考
者
。
随
レ
事
糺
推
。

【
史
料
７
】
考
課
令
63
応
考
之
官
条

凡
応
レ
考
之
官
、
犯
レ
罪
案
成
者
、
考
日
即
附
二
考
状
一。
若
他
司
人
、
有
二

功
過
一
者
、
録
牒
二
本
司
一
附
レ
考
。
其
在
京
断
罪
之
司
、
所
断
之
罪
、
九

月
卅
日
以
前
、
並
録
送
レ
省
。

【
史
料
８
】『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
（
七
一
二
（
五
月
乙
酉
条

詔
二
諸
司
主
典
以
上
幷
諸
国
朝
集
使
等
一
曰
、
制
レ
法
以
来
、
年
月
淹
久
、

未
レ
熟
二
律
令
一、
多
有
二
過
失
一。
自
レ
今
以
後
、
若
有
二
違
レ
令
者
一、
即
准
二

其
犯
一、
依
レ
律
科
断
。
其
弾
正
者
、
月
別
三
度
、
巡
二
察
諸
司
一、
糺
二
正
非

違
一。
若
有
二
廃
闕
一
者
、
仍
具
二
事
状
一、
移
二
送
式
部
一、
考
日
勘
問
。
又
国

司
因
二
公
事
一
入
レ
京
者
、
宜
乙
差
下
堪
レ
知
二
其
事
一
者
上
充
甲
レ
使
。
々
人
亦

宜
下
問
二
知
事
状
一、
幷
惣
中
知
在
レ
任
以
来
年
別
状
迹
上。
随
レ
問
弁
荅
、
不
レ

得
二
礙
滞
一。
若
有
二
不
レ
尽
者
一、
所
由
官
人
及
使
人
、
並
准
レ
上
科
断
。
自
レ

今
以
後
、
毎
年
遣
二
巡
察
使
一、
検
二
校
国
内
豊
倹
得
失
一。
宜
下
使
者
至
日
、

意
存
二
公
平
一、
直
告
莫
上レ

隠
。
若
有
二
経
レ
問
発
覚
一
者
、
科
断
如
レ
前
。
凡

国
司
、
毎
年
実
二
録
官
人
等
功
過
行
能
幷
景
迹
一、
皆
附
二
考
状
一、
申
二
送
式



5 「考帳」について

部
省
一。
々
宜
レ
勘
二
会
巡
察
所
見
一。

　

こ
の
考
状
に
つ
い
て
も
実
例
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
関
連
史
料
も
極
め
て
少
な

い
が
、
考
文
と
一
緒
に
諸
司
・
諸
国
か
ら
送
付
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
（
4
（

。
考
文
が
特
定
の
評
価
文
言
と
等
第
だ
け
が
記
入
さ
れ
た
の
に
対
し
、
考

状
は
、
右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
諸
司
に
お
け
る
考
課
の
判
断
の
材
料
と
な
る
多

様
な
人
事
情
報
（「
政
績
能
不
、
及
𨗈
迹
善
悪
」「
犯
罪
」「
功
過
行
能
幷
景

迹
」（
が
記
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
官
人
の
日
常
的
な
業
務
＝

「
行
事
」
の
種
類
や
そ
の
量
な
ど
も
、
必
要
に
応
じ
て
記
載
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
（
5
（

。
そ
し
て
そ
の
情
報
は
、【
史
料
８
】
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
式
部
・
兵
部
省

で
の
監
査
、
す
な
わ
ち
「
考
問
」
な
ど
で
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
考
帳
は
考
状
と
深
く
関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）「
考
解
」
と
考
帳

　

考
帳
に
つ
い
て
、
考
状
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
「
考
解
」

の
手
続
き
に
も
う
か
が
え
る
。
考
解
と
は
、
考
課
の
結
果
に
基
づ
く
解
任
を
指

し
、
法
制
上
、
次
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。（
Ⅰ
（
考
課
令
�
犯
罪

附
殿
条
・
�
犯
私
罪
条
な
ど
に
み
え
る
よ
う
に
、
犯
罪
の
軽
重
に
よ
っ
て
マ
イ

ナ
ス
点
を
算
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
等
第
を
降
ろ
し
た
結
果
、「
私
罪
下
中
」

「
公
罪
下
々
」
と
判
定
さ
れ
た
場
合
、（
Ⅱ
（
考
課
令
�
考
郡
司
条
に
よ
り
、
郡

司
の
等
第
が
「
下
々
」
と
判
定
さ
れ
た
場
合
（
6
（

、
で
あ
る
。
そ
し
て
考
解
の
対
象

に
な
る
と
諸
司
で
判
断
さ
れ
た
場
合
、
考
課
令
�
内
外
官
人
条
が
「
凡
内
外
官

人
、
准
レ
考
応
二
解
官
一
者
、
即
不
レ
合
レ
釐
レ
事
、
待
二
符
報
一
即
解
」
と
す
る
よ

う
に
、
そ
の
段
階
で
「
釐
レ
事
」
る
こ
と
、
つ
ま
り
執
務
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
事
実
上
の
解
任
と
な
る
。
そ
し
て
式
部
・
兵
部
省
か
ら
の
上
申
に
基

づ
い
て
太
政
官
が
符
を
二
省
に
下
す
こ
と
に
よ
り
、
正
式
に
解
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
司
か
ら
二
省
へ
考
解
を
報
告
す
る
文
書
に
つ
い
て
、

選
叙
令
８
在
官
身
死
条
の
「
凡
在
レ
官
身
死
、
及
解
免
者
、
皆
即
言
上
」
に
関

す
る
集
解
穴
記
は
、
次
の
よ
う
に
「
考
帳
」
と
し
て
い
る
。

【
史
料
９
】
選
叙
令
８
在
官
身
死
条
集
解
穴
記

穴
云
、
考
解
自
下
附
二
考
帳
一
申
上
上、
又
不
レ
得
レ
釐
レ
事
。
待
二
符
報
一
解
。

　

解
任
と
い
う
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
事
実
だ
け
で
な

く
、
そ
の
根
拠
と
な
る
詳
細
な
「
過
」
の
情
報
が
諸
司
か
ら
二
省
に
報
告
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
令
で
規
定
す
る
二
つ
の
考
状
（【
史
料
７
】【
史
料
６
】（

は
、
ま
さ
に
考
解
ケ
ー
ス
（
Ⅰ
（（
Ⅱ
（
の
根
拠
と
な
る
情
報
を
記
載
す
べ
き

文
書
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
た
か
ら
、
考
解
と
直
接
関
わ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
考
帳
は
考
状
の
系
譜
に
つ
ら
な
る

と
い
え
よ
う
。

　

考
状
に
つ
い
て
は
、
考
文
の
内
容
の
固
定
化
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
存
在
意

義
は
喪
失
し
、
平
安
時
代
に
は
す
で
に
そ
の
存
在
自
体
が
疑
わ
し
い
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
（
（

。
し
か
し
、
考
課
に
関
し
て
、
等
第
と
い
う
よ
り
も
、
解
任
に
関
わ

る
よ
う
な
官
人
の
勤
務
状
況
等
の
記
録
に
関
し
て
は
、
考
状
の
よ
う
な
文
書
が

残
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
官
人
全
般
に
つ
い
て
は
と
も
か

く
、
郡
司
に
お
い
て
、
実
際
に
考
解
と
い
う
形
で
の
解
任
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
例
え
ば
天
暦
八
年
（
九
五
四
（
の
式
部
省
請
奏
に
「
大
領
小
田
遂
津
考

解
之
替
」（（
（

と
み
え
る
よ
う
に
、
十
世
紀
に
お
い
て
も
な
お
、
い
く
つ
か
の
実
例

か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
『
法
曹
類
林
』
の
引
く
考
解
等
に
関

す
る
惟
宗
公
方
の
勘
文
で
は
、
承
平
七
年
（
九
三
七
（
の
備
前
国
児
嶋
郡
の
主

帳
の
考
解
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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【
史
料
⓾
】 『
法
曹
類
林
』
巻
百
九
十
七
、
郡
司
非
二
下
々
考
一
不
レ
可
二
解
任
一
事

児
嶋
郡
主
帳
実
世
考
解
之
替
、
以
二
有
仁
一
補
任
。
而
介
梁
忠
朝
臣
云
、

実
世
承
平
七
年
考
文
雖
レ
注
二
下
等
一、
其
身
勤
レ
職
、
国
司
不
レ
申
二
考
解

之
法
一。
下
等
之
輩
非
レ
可
二
解
官
一。
況
国
司
不
レ
申
二
考
解
之
由
一。
而
以
二

替
人
一
暗
輙
補
任
。
論
二
其
行
事
一
甚
乖
二
法
意
一。
然
則
有
仁
任
符
難
レ
可
二

奉
行
一。

　

こ
こ
で
い
う
国
司
が
「
申
二
考
解
之
由
一
」
す
に
あ
た
っ
て
使
用
す
る
文
書

と
は
、
考
状
に
相
当
す
る
文
書
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
当
時
そ
れ
は
考
帳
と
呼

ば
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
い
。

　

ま
た
、
令
で
規
定
す
る
「
考
解
」
以
外
に
も
、
考
課
に
際
し
て
解
任
が
行
わ

れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
大
同
四
年
（
八
○
九
（
九
月
二
十
七
日
太
政
官

符
は
、
延
暦
五
年
（
七
八
六
（
に
出
さ
れ
た
国
・
郡
司
へ
の
褒
賞
・
解
任
の
基

準
に
対
し
て
、
実
際
の
運
用
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
山
陰
道
観
察
使
菅
野
真

道
の
奏
状
（「
観
察
使
起
請
」（
を
も
と
に
、
そ
れ
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
公

布
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
罪
重
者
事
発
即
解
、
犯
軽
者
待
レ
考

乃
解
」「
嗜
レ
酒
致
二
廃
務
一、
則
事
発
便
解
、
廃
務
縁
二
他
事
一、
則
待
レ
考
始
解
」（（
（

な
ど
、
即
時
解
任
に
対
し
て
「
待
レ
考
」
っ
て
の
解
任
が
み
え
る
。
即
時
解
任

よ
り
も
相
対
的
に
軽
い
と
み
な
さ
れ
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
式
部
省
で
さ
ま
ざ

ま
な
所
見
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
個
々
の
基

準
の
実
効
性
は
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
解
任
に
直
接
関
わ
る
「
過
」
の
報
告
に

も
、
考
帳
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
宝
亀
十
年
（
七
七
九
（、
国
司
・
郡
司
の
懈
怠
に
対
し
て
、
次
の
よ

う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
。

【
史
料
⓫
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
（
七
七
九
（
八
月
庚
申
条
（
（（
（

勅
、
牧
宰
之
輩
、
就
レ
使
入
レ
京
、
或
無
二
返
抄
一、
独
帰
二
任
所
一、
或
称
二

身
病
一、
延
二
日
京
下
一、
而
求
下
預
二
考
例
一、
兼
得
中
公
廨
上。 

又
姧
民
規
避
、

拙
吏
忘
レ
催
、
公
用
之
日
、
還
費
二
正
税
一。
於
レ
理
商
量
、
甚
乖
二
治
道
一。

若
有
二
此
類
一、
莫
レ
預
二
釐
務
一。
国
司
奪
レ
料
、
附
レ
帳
申
送
、
郡
司
解
任
、

更
用
二
幹
了
一。
阿
容
之
司
、
亦
同
二
此
例
一。

　

こ
の
記
事
に
み
え
る
「
帳
」
が
、
考
課
の
際
に
送
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
本
条
を
ふ
ま
え
て
出
さ
れ
た
、
後
述
の
寛
平
二
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
（
（（
（

の
記
載
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
帳
」
は
、
朝
集
使
が
も
た
ら
す
公

文
の
総
称
と
し
て
の
「
朝
集
帳
」
を
略
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、「
釐
務
」
を

と
ど
め
た
あ
と
、
そ
の
事
状
を
記
載
し
た
と
お
ぼ
し
き
具
体
的
な
文
書
と
し
て

は
、
考
状
と
同
質
の
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
当
時
、
そ
れ
が
す
で

に
「
考
帳
」
と
称
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
考
状
の
呼
称

や
性
格
が
、
令
意
も
し
く
は
使
用
当
初
の
実
態
か
ら
変
わ
り
つ
つ
も
、
官
人
の

具
体
的
な
勤
務
状
況
等
を
記
す
文
書
と
し
て
の
機
能
を
継
承
し
て
き
た
の
が
考

帳
だ
っ
た
と
考
え
る
（
（（
（

。

（
３
）
台
帳
と
し
て
の
考
帳
の
系
譜

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
考
状
に
つ
い
て
は
、
使
用
開
始
時
期
や
使
用
状
況
に
不

明
な
部
分
が
多
く
、
ま
た
令
制
当
初
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
（
（（
（

。

八
世
紀
初
頭
は
考
選
シ
ス
テ
ム
が
安
定
し
て
お
ら
ず
（
（（
（

、
考
選
制
度
が
整
備
さ
れ

る
中
で
、
考
状
の
使
用
も
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
台

帳
と
し
て
の
考
帳
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
官
人
の
基
礎
的
な
帳
簿
と
い
え
る

か
ら
、
考
状
の
よ
う
な
文
書
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
式
部
（
あ
る
い
は
兵
部
（

省
に
考
課
対
象
者
の
台
帳
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ



（ 「考帳」について

る
。
そ
の
た
め
二
省
に
お
い
て
、
考
課
対
象
者
の
台
帳
の
よ
う
な
も
の
は
、
考

状
の
成
立
と
は
無
関
係
に
早
く
か
ら
作
成
さ
れ
て
お
り
、
記
載
情
報
の
同
質
化

に
よ
り
、
の
ち
に
両
者
が
同
じ
「
考
帳
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
、
台
帳
と
し
て
の
考
帳
に
相
当
す
る
文
書
は
、
考
状

の
よ
う
に
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

令
に
お
け
る
官
人
全
体
を
把
握
す
る
た
め
の
台
帳
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、

公
式
令
�
任
授
官
位
条
に
「
凡
任
二
授
官
位
一
者
、
所
二
任
授
一
之
司
、
皆
具
録
二

官
位
姓
名
、
任
授
時
年
月
、
貫
属
年
紀
一、
造
レ
簿
［
其
任
官
簿
、
除
二
貫
属
年

紀
一
］。（
中
略
（
其
余
色
、
依
二
職
掌
一
応
レ
造
レ
簿
者
、
並
准
レ
此
」
が
具
体
的
に

規
定
さ
れ
（
（（
（

、
授
位
・
任
官
の
両
面
か
ら
の
官
人
の
把
握
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
、
考
帳
に
近
い
も
の
と
し
て
は
授
位
簿
が
想
定
さ
れ

る
が
、
令
文
か
ら
み
る
限
り
、
こ
の
台
帳
へ
の
記
載
は
、
位
階
の
授
与
が
前
提

と
な
り
、
出
身
し
た
ば
か
り
の
「
無
位
」
は
対
象
外
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方

で
令
で
は
、
位
子
・
蔭
子
孫
の
出
身
に
あ
た
っ
て
、「
年
廿
一
以
上
」
で
「
見

無
二

役
任
一

者
」（（（
（

に
つ
い
て
は
、
ト
ネ
リ
等
に
配
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
う
し
た
雑
任
の
場
合
も
、
任
授
官
位
条
で
「
其
余
色
、
依
二
職
掌
一
応
レ

造
レ
簿
」
の
よ
う
に
官
人
台
帳
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
授
位
簿
・
任
官
簿
の
セ
ッ
ト
に
よ
り
、
全
官
人
を
漏
れ
な
く
把
握
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
態
と
し
て
は
、
規
定
通
り
の
年
齢
に
達
し
て
い
た
と
し
て
も
、

必
ず
し
も
ト
ネ
リ
な
ど
の
任
に
就
く
と
は
限
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
周
知
の
よ

う
に
、「
位
子
」
な
ど
の
肩
書
で
、
散
位
と
同
じ
扱
い
で
考
に
預
か
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
者
が
史
料
上
に
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
（
（（
（

。
令
制
の
出
身
シ
ス
テ

ム
を
前
提
と
し
た
、
授
位
簿
・
任
官
簿
に
よ
る
把
握
の
考
え
方
で
は
、
こ
う
し

た
出
身
者
は
想
定
さ
れ
な
い
か
ら
、
彼
ら
は
無
位
の
間
、
帳
簿
上
の
把
握
か
ら

漏
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
無
位
の
「
位
子
」
等
を

含
め
た
考
課
対
象
者
全
員
に
関
す
る
官
人
台
帳
が
な
け
れ
ば
、
官
人
把
握
の
面

で
問
題
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
比
較
的
早
く
か
ら
「
考
課
対
象
者
」
と
い
う

枠
組
み
で
の
官
人
台
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

［
授
位
簿
＋
α
］
の
内
容
を
も
っ
た
官
人
台
帳
が
、
台
帳
と
し
て
の
考
帳
に
相

当
す
る
文
書
の
原
型
で
あ
り
、
事
実
上
の
授
位
簿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
台
帳
が
、
考
状
な
ど
の
情
報
を
適
宜
吸
収
し
、
両
者
は
同
質
化
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　
考
帳
の
も
う
一
つ
の
機
能

　

前
章
に
お
い
て
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
は
、
考
状
の
系
譜
を
引
く
と
想
定

し
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、「
考
帳
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
登
場
す

る
よ
う
に
な
る
平
安
時
代
前
期
、
す
な
わ
ち
、
一
般
官
人
の
勤
務
評
定
が
ほ
ぼ

固
定
化
し
た
あ
と
の
時
期
に
お
い
て
、
考
状
の
よ
う
な
文
書
が
存
続
す
る
必
然

性
は
、
実
際
に
考
解
な
ど
が
適
用
さ
れ
て
い
た
郡
司
ぐ
ら
い
し
か
想
定
し
に
く

い
。
し
か
し
、
す
で
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』（【
史
料
１
】（
の
各
規

定
に
は
、
郡
司
の
ほ
か
に
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
ポ
ス
ト
名
が
散
見
す
る
。
注

意
し
た
い
の
が
、
そ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
は
、
郡
司
を
除
く
と
、
す
べ
て
ト
ネ
リ
な

ど
の
雑
任
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、【
史
料
３
】
な
ど
に
関
し
て
指
摘

し
た
よ
う
に
、
考
帳
が
雑
任
な
ど
下
級
官
人
の
人
事
上
の
問
題
に
関
し
て
、
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
点
を
手
が
か
り
に
、
さ
き
に
検
討
し
た
考
解
な
ど
と
は
別
の
側
面
か

ら
、
考
帳
の
も
つ
機
能
に
つ
い
て
考
え
た
い
。



（

（
１
）
中
宮
舎
人
・
春
宮
舎
人
の
任
用
と
解
任

　

ま
ず
、『
延
喜
式
』（【
史
料
１
ｄ
】（
の
「
凡
中
宮
・
春
宮
舎
人
、
及
三
色
資

人
等
、
待
二
考
帳
一
放
出
」
の
規
定
に
関
し
て
検
討
す
る
。
こ
こ
に
み
え
る
ポ

ス
ト
の
う
ち
、
資
人
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
蔭
子
孫
・
位

子
階
層
の
間
で
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
律
令
官
人
の
人
事
シ
ス
テ

ム
の
中
で
、
白
丁
か
ら
の
採
用
が
令
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

ポ
ス
ト
で
あ
る
。

一
方
、
中
宮
・
春
宮
舎
人
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
に
は
蔭
子
孫
か
ら
の
採
用
と

さ
れ
て
い
た
（
（（
（

が
、
九
世
紀
に
入
り
、
こ
れ
ら
「
入
色
」
以
外
に
、「
外
位
」（
具

体
的
に
は
「
外
散
位
・
帳
内
・
職
分
位
分
資
人
」（（（
（

等
（
や
「
白
丁
」
か
ら
の
採

用
が
認
可
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
当
時
、
外
位
や
白
丁
か

ら
の
採
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
中
央
官
人
ポ
ス
ト
と
い
う
点
に
共
通
性
が
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
う
ち
、
中
宮
・
春
宮
舎
人
に
関
し
て
、『
延
喜
式
』
で
は
、
入

色
・
外
位
・
白
丁
か
ら
の
採
用
枠
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

【
史
料
⓬
】『
延
喜
式
』
式
部
省
上

凡
補
二
諸
宮
舎
人
一
者
、
中
宮
入
色
一
百
五
十
人
、
外
位
一
百
人
、
白
丁

一
百
五
十
人
。
東
宮
入
色
四
百
人
、
外
位
一
百
人
、
白
丁
一
百
人
。
斎
宮

入
色
、
白
丁
各
十
人
。
其
外
位
随
二
解
闕
一
補
之
。
但
白
丁
舎
人
未
レ
敍
之

前
、
無
レ
故
不
レ
上
之
替
、
聴
レ
補
二
白
丁
一。
其
敍
位
之
後
、
依
レ
病
不
レ
上
、

幷
遷
二
他
色
一
之
替
、
以
二
雑
色
人
一
補
之
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
春
宮
舎
人
に
つ
い
て
は
、
春
宮
式
に
次
の
よ
う
な
詳
細
な

任
用
規
定
が
み
え
る
。

【
史
料
⓭
】『
延
喜
式
』
春
宮
坊

凡
坊
舎
人
六
百
人［
帯
刀
舎
人
卅
人
在
二
此
中
一
］、
取
二
蔭
子
孫
及
位
子
一。

但
外
散
位
・
帳
内
・
職
分
位
分
資
人
一
百
人
、
随
レ
闕
通
補
。
又
取
二
白

丁
一
百
人
一
一
補［
毎
年
卅
人
内
、
遷
二
任
把
笏
幷
諸
衛
府
舎
人
一
之
類
、

並
随
レ
闕
補
替
。
自
余
依
レ
理
解
却
之
輩
、
待
レ
考
解
補
。
但
白
丁
舎
人
未
レ

叙
之
前
、
無
レ
故
不
レ
上
替
、
聴
レ
補
二
白
丁
一。
其
叙
位
之
後
、
依
レ
病
不
レ

上
幷
遷
二
他
色
一
之
替
、
以
二
雑
色
人
一
補
之
］。
並
在
二
六
百
人
内
一。

　

こ
の
【
史
料
⓭
】
の
「
毎
年
卅
人
内
、
遷
二
任
把
笏
并
諸
衛
府
舎
人
一
之
類
、

並
随
レ
闕
補
替
。
自
余
依
レ
理
解
却
之
輩
、
待
レ
考
解
補
」
に
よ
れ
ば
、「
遷
任
」

に
よ
る
欠
員
は
そ
の
つ
ど
後
任
が
採
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
「
依
レ
理
解
却
」

の
者
に
つ
い
て
は
、「
待
レ
考
」
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ

の
記
載
と
「
凡
中
宮
・
春
宮
舎
人
、
及
三
色
資
人
等
、
待
二
考
帳
一
放
出
」
と

を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
式
部
省
は
考
課
の
際
に
考
帳
を
確
認
し
て
か
ら
、

当
人
の
解
任
と
後
任
の
採
用
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
で
は

な
ぜ
「
遷
任
」
に
対
し
て
「
依
レ
理
解
却
」
の
場
合
、
省
は
考
帳
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
前
に
、
右
の
「
自
余
依
レ
理
解
却
之
輩
、
待
レ
考
解

補
」
の
解
釈
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
く
。【
史
料
⓭
】
で
は
「
考
を
待
ち

て
解
き
、
補
す
」
と
し
た
が
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
よ
う
に
「
考
解
を
待
ち

て
、
補
す
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
の
場
合
、
さ
き
の
考
解
の
ケ
ー
ス

の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
依
レ
理
解
却
」
と

は
、
選
叙
令
９
遷
代
条
の
義
解
が
「
其
以
レ
理
解
官
、
惣
有
二
七
色
一。
致
仕
、

考
満
、
廃
官
、
省
員
、
宛
レ
侍
、
遭
レ
喪
、
患
解
、
是
也
」
と
説
明
す
る
よ
う

に
、
文
字
通
り
正
当
な
理
由
に
よ
る
解
任
で
あ
り
、
本
人
の
重
大
な
過
失
に
よ

る
考
解
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
両
者
は
選
叙
令
1（
以
理
解
条
で
も
「
凡
長
上

官
、
以
レ
理
解
者
、
後
任
日
、
聴
レ
通
二
計
前
労
一。
其
考
解
及
犯
レ
罪
解
者
、
不
レ



（ 「考帳」について

用
二
此
例
一
」
と
す
る
よ
う
に
、
対
立
す
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
同
じ

範
疇
で
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
「
待
レ
考
」
つ
と
い
う
表
現
は
、

前
章
二
節
で
触
れ
た
大
同
四
年
九
月
二
十
七
日
太
政
官
符
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
当
時
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
か
ら
、「
考
解
を
待
つ
」
で

は
な
く
「
考
を
待
つ
」
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
（（
（

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
考
課

を
待
っ
て
か
ら
の
解
任
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
考
解
と
は

別
に
「
依
レ
理
解
却
」
と
い
う
、
考
帳
の
確
認
が
必
要
に
な
る
も
う
一
つ
の

ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）「
依
理
解
却
」
と
考
帳

　

で
は
あ
ら
た
め
て
、「
依
レ
理
解
却
」
の
場
合
、
な
ぜ
式
部
省
は
考
帳
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、「
依
レ
理

解
却
」
と
は
反
対
の
「
無
レ
故
不
レ
上
」
に
よ
る
解
任
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
延
喜
式
』
の
採
用
規
定
（【
史
料
⓬
・
⓭
】（
は
、

承
和
三
年
（
八
三
六
（・
十
年
・
十
四
年
の
制
度
改
正
（
（（
（

を
経
て
定
着
し
た
も
の

だ
が
、
そ
の
う
ち
最
初
の
承
和
三
年
格
で
は
、
こ
う
し
た
改
定
が
行
わ
れ
た
背

景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

【
史
料
⓮
】 『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
、
承
和
三
年
（
八
三
六
（
正
月
十
五
日
太

政
官
符

　

太
政
官
符

　

応
レ
補
二
白
丁
舎
人
無
レ
故
不
レ
上
之
替
一
事

右
得
二
春
宮
坊
解
一
偁
、
舎
人
監
舎
人
、
惣
六
百
人
、
就
レ
中
入
色
四
百
人
、

外
考
一
百
人
、
白
丁
一
百
人
。
而
或
進
仕
之
曰
、
競
預
二
出
身
一、
勘
籍
之

後
、
還
為
二
遁
去
一。
因
責
二
不
上
一、
放
出
還
レ
本
。
其
入
色
外
考
、
随
レ
闕

補
レ
代
。
唯
至
二
白
丁
一、
一
定
之
後
、
依
レ
格
不
レ
補
。
望
請
、
除
二
拝
官

幷
依
レ
病
不
レ
上
服
解
死
去
等
一
之
外
、
白
丁
未
レ
叙
、
無
レ
故
不
レ
上
者
、

被
レ
補
二
其
替
一
者
。
右
大
臣
宣
、
奉　
レ
勅
、
依
レ
請
。

　
　

承
和
三
年
正
月
十
五
日

　

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

こ
と
だ
が
、
史
料
に
み
え
る
「
進
仕
之
曰
、
競
預
二

出
身
一、
勘
籍
之
後
、
還
為
二
遁
去
一、
因
責
二
不
上
一、
放
出
還
レ
本
」
か
ら
、
当

時
、
官
人
身
分
の
獲
得
だ
け
を
目
的
と
し
て
出
身
し
、
勘
籍
後
は
勤
務
を
忌
避

す
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
者
は
解
任
さ
れ
た
が
、

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
が
、
白
丁
か
ら
の
採
用
枠
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の

枠
は
「
一
定
之
後
、
依
レ
格
不
レ
補
」
で
あ
っ
た
た
め
（
（（
（

、
欠
員
が
補
充
さ
れ
ず
に

人
員
が
不
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
も
し
「
無
レ
故
不
レ
上
」
る
者
に
つ
い
て

の
補
充
を
無
条
件
で
認
め
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
散
位
つ
ま
り
勘
籍
人
は
増
加
の

一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
「
無
レ
故
不
レ
上
」
に
よ
る

欠
員
に
つ
い
て
は
、
解
任
者
が
「
未
レ
叙
」
の
場
合
に
限
っ
て
の
み
、
そ
の
補

充
を
許
す
こ
と
に
し
た
。
そ
の
場
合
、
勘
籍
人
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
が
な

い
の
は
、
そ
の
前
提
に
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
（
に
出
さ
れ
た
次
の
格
の
運

用
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
⓯
】 『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
（
十
一
月
十

六
日
太
政
官
符

太
政
官
符

　

応
三
諸
司
無
レ
故
不
レ
上
者
放
二
還
本
貫
一
事

右
奉
二
今
月
五
日　

勅
一、
無
レ
故
不
レ
上
還
二
本
貫
一
者
、
先
已
処
分
。
如

聞
、
省
司
失
レ
旨
、
例
申
二
散
位
寮
一
者
。
自
今
以
後
、
不
レ
得
二
更
然
一
放
二

還
本
貫
一。
有
位
為
二
外
散
位
一、
無
位
還
従
二
本
色
一。
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天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
十
六
日

　

こ
れ
に
よ
り
「
無
レ
故
不
レ
上
」
る
者
は
散
位
寮
に
編
入
せ
ず
に
本
貫
に
放

還
し
、
そ
の
う
ち
無
位
（
未
だ
成
選
に
至
っ
て
い
な
い
者
（
は
「
従
二
本
色
一
」

う
、
つ
ま
り
白
丁
か
ら
の
出
身
者
は
考
に
預
か
ら
せ
ず
に
白
丁
に
戻
す
、
な
ど

の
措
置
が
と
ら
れ
、
勘
籍
人
（
あ
る
い
は
位
子
階
層
（
の
増
加
は
防
が
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
承
和
三
年
格
で
は
、
解
任
者
が
「
未
レ
叙
」

の
場
合
に
限
っ
て
は
、
白
丁
か
ら
の
補
充
採
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
が

『
延
喜
式
』
の
採
用
規
定
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、『
延
喜
式
』
の
採
用
規
定
で
は
「
其
叙
位
之
後
、
依
レ
病
不
レ
上
、
幷

遷
二
他
色
一
之
替
、
以
二
雑
色
人
一
補
之
」
と
し
て
、
白
丁
出
身
者
の
叙
位
後
の

「
依
レ
病
不
レ
上
」
に
よ
る
解
任
、
す
な
わ
ち
「
依
レ
理
解
却
」
と
な
っ
た
場
合

の
補
充
採
用
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
司
分
番
な
ど
の
雑

色
人
か
ら
の
採
用
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
白
丁
で
は
な
く
、

内
位
の
考
課
対
象
者
を
後
任
の
採
用
条
件
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
依
レ
理

解
却
」
の
者
は
、
解
任
後
も
（
内
（
散
位
と
し
て
内
位
の
身
分
を
維
持
で
き
た

こ
と
が
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
依
レ
理
解
却
」
の
場
合
、
解
任
後
の
官
人
身
分

が
保
障
さ
れ
て
い
る
点
で
、「
無
レ
故
不
レ
上
」
に
よ
る
解
任
と
扱
い
が
大
き
く

異
な
っ
て
い
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
当
時
の
状
況
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
勘
籍
人

（
あ
る
い
は
位
子
階
層
（
の
増
加
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、「
依
レ
理
解
却
」
の

認
定
は
慎
重
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、

遷
任
な
ど
の
よ
う
に
事
由
が
明
確
な
異
動
に
対
し
て
、「
依
レ
理
解
却
」
の
正

当
性
に
疑
義
の
生
じ
る
余
地
の
あ
る
よ
う
な
異
動
の
場
合
で
あ
る
。
と
く
に

「
依
レ
病
不
レ
上
」
の
よ
う
に
、
病
に
よ
り
出
仕
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る

解
任
＝
「
患
解
」
の
場
合
、
次
節
で
触
れ
る
よ
う
に
、
官
人
が
偽
っ
て
患
解
を

申
告
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
し
か
も
ト
ネ
リ
の
よ
う
な
雑
任
の
「
依
レ
理
解

却
」
に
関
し
て
は
、
選
叙
令
㉒
職
事
患
解
条
に
「
凡
職
事
官
、
患
経
二
百
廿
日
一、

及
縁
二
親
患
一、
仮
満
二
二
百
日
一、
及
父
母
合
レ
侍
者
、
並
解
官
。（
中
略
（
皆
具
レ

状
申
二
太
政
官
一
奏
聞
。
其
番
官
者
、
本
司
判
解
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
司
の

判
断
で
行
わ
れ
て
い
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
述
の
事
例
に
よ
れ
ば
、

所
属
官
人
の
患
解
の
虚
偽
申
告
に
、
本
司
自
体
が
加
担
す
る
場
合
も
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
患
解
な
ど
の
案
件
に
関
し
て
は
、
式
部
・
兵
部
省
で
も
そ
の
事

情
を
本
司
の
報
告
に
よ
っ
て
慎
重
に
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
遷
任
」

が
「
随
レ
闕
補
替
」
を
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
患
解
な
ど
の
「
依
レ
理
解
却
之

輩
」
は
「
待
レ
考
」
っ
て
か
ら
正
式
に
解
任
さ
れ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
「
待
二

考
帳
一
放
出
」
さ
れ
た
理
由
と
は
、
こ
う
し
た
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
考
帳
に
は
、「
依
レ
理
解
却
」
の
理
由
・
経
緯
な
ど
を
二
省
に
報
告
す

る
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
二
省
で
の
監
査
が
、
す
で
に
儀
式
化
し
つ
つ
あ
っ
た
（
（（
（

考
問
の
場
で
、

本
司
の
担
当
官
人
を
勘
問
す
る
形
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
の

監
査
と
正
式
な
解
任
の
手
続
き
を
経
て
、
は
じ
め
て
後
任
が
採
用
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
監
査
で
「
依
レ
理
解
却
」
等
が
認
め
ら
れ
ず
、「
無
レ
故
不
レ
上
」

と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
当
人
の
解
任
後
の
身
分
や
、
後
任
の
採
用
身
分
も
ま
た
変

わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
考
帳
は
外
位
・
白
丁
か
ら
の
採
用
枠
を
も
つ
ポ
ス
ト
に
お
い

て
と
く
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
え
る
。「
中
宮
・
春
宮
舎
人
、
及
三

色
資
人
等
」
の
ほ
か
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
の
使
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
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れ
て
い
る
ポ
ス
ト
に
、【
史
料
１
ｆ
】
の
騎
士
・
工
部
・
鼓
吹
生
・
作
手
隼
人

が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
も
白
丁
な
ど
か
ら
の
採
用
の
あ
る
ポ
ス
ト
で
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
る
（
（（
（

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
「
依
レ
理
解
却
」
な
ど
の
報
告
は
、
解
任
の
事
情
の
報
告
と
い
う
点
で
、
考

解
の
報
告
と
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
は
広
い
意
味
で
考
課
に
関
わ
る
情
報
の
伝
達

で
あ
り
、
そ
の
点
で
や
は
り
考
帳
は
考
状
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
が
有
効

に
機
能
す
る
ポ
ス
ト
や
使
用
の
場
は
限
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い

え
、
い
ず
れ
の
ポ
ス
ト
で
あ
れ
、「
無
レ
故
不
レ
上
」「
依
レ
病
不
レ
上
」
を
は
じ

め
と
す
る
官
人
個
人
の
特
記
す
べ
き
人
事
情
報
は
、
勤
務
評
定
と
い
う
視
点
と

は
別
に
、
式
部
・
兵
部
省
で
詳
細
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
蓄
積
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
二
省
の
官
人
台
帳

と
し
て
の
考
帳
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
そ
の
点
に
関
し
て
、
式
部
省
の

考
帳
が
実
際
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
３
）
天
長
二
年
閏
七
月
二
十
六
日
格
に
み
る
「
依
理
解
却
」
と
考
帳

　

天
長
二
年
（
八
二
五
（、
畿
内
郡
司
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
太
政
官
符
が

出
さ
れ
た
。

【
史
料
⓰
】 『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
、
天
長
二
年
（
八
二
五
（
閏
七
月
二
十
六

日
太
政
官
符

太
政
官
符

　

応
下
諸
郡
司
病
損
之
後
不
レ
預
二
他
色
一
依
レ
旧
復
任
及
還
本
上
事

右
得
二
式
部
省
解
一
偁
、
検
二
案
内
一、
太
政
官
去
弘
仁
八
年
正
月
廿
四
日
符

偁
、
今
月
廿
三
日
下
二
五
畿
内
諸
国
一
符
偁
、
右
大
臣
奏
状
偁
、
依
二
太
政

官
去
延
暦
十
八
年
四
月
廿
八
日
符
一
五
国
郡
司
一
居
二
内
考
一
率
由
。
近
接
二

都
下
一
駈
策
殊
甚
、
准
二
於
外
国
一
不
レ
可
レ
同
レ
日
。
今
件
人
等
未
二
出
身
一

前
相
競
如
レ
林
。
既
得
レ
考
後
好
称
二
詐
病
一。
非
三
啻
闕
二
棄
郡
務
一、
誠
是

欺
二
犯
朝
章
一。
伏
望
、
自
レ
今
以
後
有
二
斯
類
一
者
、
国
司
勘
レ
実
一
従
二
還

本
一。
若
有
下
国
司
受
二
彼
請
託
一
輙
解
却
上
者
、
准
レ
状
科
附
、
不
レ
従
二
寛

典
一。
庶
遏
二
姧
源
一
以
励
二
後
進
一
者
。
中
納
言
正
三
位
兼
行
民
部
卿
藤
原

朝
臣
葛
野
麻
呂
宣
、
奉　
レ
勅
依
レ
奏
者
。
然
則
詐
病
還
レ
本
、
格
意
明
白
、

実
病
得
レ
痊
処
置
未
レ
的
。
又
貪
濁
有
レ
状
無
レ
故
不
レ
上
、
省
例
還
レ
本
事

即
無
レ
疑
。
但
或
服
解
後
不
レ
堪
二
復
任
一、
或
雖
レ
居
レ
職
不
レ
堪
二
時
務
一、

如
レ
此
解
任
、
理
在
レ
難
レ
抑
。
然
而
人
情
詭
濫
、
真
偽
叵
レ
信
、
推
二
尋
事

迹
一
非
レ
無
二
疑
渉
一、
概
由
レ
叨
二
内
考
之
栄
一、
還
足
レ
致
二
濫
偽
之
源
一。
如

聞
、
件
郡
司
等
遁
レ
職
之
日
、
巧
称
二
病
患
一、
解
却
之
後
仍
称
二
病
痊
一、規
二

去
本
職
一
求
レ
入
二
他
選
一。
仍
勘
二
格
出
之
後
解
却
之
人
一
七
十
二
人
。
望

請
、
実
病
之
人
者
、
国
司
研
レ
実
毎
レ
得
二
痊
瘉
一
更
用
復
任
。
不
レ
堪
二
釐

務
一
者
、
省
家
閲
レ
帳
為
レ
欺
二
朝
章
一、
将
レ
従
二
還
本
一。
其
実
病
得
レ
痊
待
レ

闕
之
間
、
従
二
於
抑
退
一
不
レ
預
二
他
考
一。
然
則
人
皆
懲
慎
姧
迹
自
絶
。
謹

請
二　

官
裁
一
者
。
左
大
臣
宣
、
奉　
レ
勅
、
依
レ
請
。

　
　

天
長
二
年
閏
七
月
廿
六
日

　

こ
の
天
長
二
年
格
か
ら
う
か
が
え
る
当
時
の
畿
内
郡
司
層
の
動
向
は
、
①
延

暦
十
八
年
（
七
九
九
（
四
月
二
十
八
日
太
政
官
符
に
よ
り
、
畿
内
郡
司
が
「
内

考
」
の
扱
い
と
な
っ
た
た
め
、
競
っ
て
郡
司
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
、
②
郡
司

と
し
て
出
身
し
、
内
位
の
身
分
を
獲
得
し
た
あ
と
は
、
病
と
称
し
て
郡
務
を
放

棄
し
た
、
③
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
患
解
す
な
わ
ち
「
依
レ
理
解
却
」
の
適
用
を
待

ち
、
解
任
が
認
め
ら
れ
る
と
今
度
は
快
癒
し
た
と
し
て
、
内
位
の
者
が
就
く
こ



1（

と
が
で
き
る
中
央
官
人
ポ
ス
ト
（「
他
色
」「
他
選
」（
を
求
め
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
格
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
前
の
弘
仁
八
年
（
八
一
七
（
正
月
二
十
四
日
太
政

官
符
で
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
国
司
が
実
を
み
て
、
彼
ら
に
つ
い
て
「
還
レ

本
」
す
よ
う
に
し
、
郡
司
の
「
称
二
詐
病
一
」
に
協
力
し
た
国
司
の
処
分
も
厳

し
く
す
る
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
本
当
に
病
気
で

あ
っ
た
者
が
回
復
し
た
場
合
の
扱
い
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

「
無
レ
故
不
レ
上
」
は
「
省
例
」
に
よ
り
「
還
レ
本
」
し
て
き
た
が
、「
服
解
」
の

者
が
復
任
に
た
え
な
い
と
称
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
職
に
あ
っ
て
も
「
時
務
」

に
た
え
な
い
と
し
て
解
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
疑
わ
し
い
ケ
ー
ス

が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
を
患
解
な
ど
と
し
て
扱
い
、
そ
の
ま
ま

（
内
（
散
位
と
し
て
内
考
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
彼
ら
は
病
が

治
っ
た
と
称
し
て
「
他
選
」
を
求
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
患
解
な
ど
の
扱
い
に

な
っ
て
い
た
者
は
、
弘
仁
八
年
格
が
出
て
以
降
、
七
十
二
人
に
も
の
ぼ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
格
に
よ
り
、
実
際
に
病
気
の
者
に
つ
い
て
は
快
癒
す
る
ご
と
に

復
任
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
そ
の
間
に
他
の
ポ
ス
ト
に
就
か
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。

そ
し
て
、
病
に
よ
り
「
釐
務
」
に
た
え
な
い
と
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
式
部
省

が
再
調
査
を
し
、
偽
り
の
意
図
が
判
明
し
た
な
ら
ば
、「
還
レ
本
」
す
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
延
喜
式
』（
式
部
省
上
（
で
、「
凡
畿
内
郡
司
患

解
・
服
解
・
侍
解
等
、
聴
レ
復
二
任
本
職
一
」
と
し
て
定
着
す
る
。
も
と
も
と

『
弘
仁
式
』
で
は
、「
凡
畿
内
郡
司
、
以
レ
理
解
任
之
後
、
聴
レ
直
二
散
位
寮
一
」（（（
（

と
な
っ
て
い
た
が
、
本
格
に
よ
り
、
散
位
寮
へ
の
編
入
を
認
め
ず
、
復
任
の
原

則
が
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
格
中
の
、「
無
レ
故
不
レ
上
」
は
「
省
例
」
に
よ
り
「
還
レ
本
」
す
、

と
い
う
こ
の
「
省
例
」
と
は
、
さ
き
に
み
た
天
平
勝
宝
四
年
格
（【
史
料
⓯
】（

に
基
づ
く
原
則
的
な
処
置
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
郡
司
が
「
患

解
」
と
称
し
て
「
以
レ
理
解
任
」
を
求
め
て
く
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
つ
ど
安

易
に
内
位
と
さ
れ
た
畿
内
郡
司
の
交
替
を
認
め
て
い
た
ら
、
郡
務
に
支
障
を
き

た
す
だ
け
で
な
く
、
位
子
階
層
全
体
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
認

定
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
実
際
、
過
去
の
解
任
に
関
し
て
申
告
に

疑
わ
し
い
部
分
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
式
で
「
凡
郡
司
有
レ
闕
、
国
司
銓
擬
、

歴
名
附
二
朝
集
使
一
申
上
。（
中
略
（
其
病
患
年
老
及
致
仕
者
、
国
司
解
却
、
具
レ

状
申
レ
官
。
更
不
レ
責
二
手
実
一
」（『
延
喜
式
』
式
部
省
上
（
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
郡
司
の
「
以
レ
理
解
任
」
の
場
合
も
、
さ
き
に
み
た
雑
任
の
場
合
と
同

様
、
本
司
に
相
当
す
る
国
司
が
解
任
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
弘
仁
八
年

格
に
「
国
司
受
二
彼
請
託
一
輙
解
却
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
国
司
が
郡
司
と
結

託
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
官
符
で
指
摘
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
注

意
し
た
い
の
が
、「
不
レ
堪
二
釐
務
一
」
と
す
る
者
に
対
し
て
式
部
省
が
調
査
の
た

め
に
用
い
た
「
帳
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
省
に
あ
る
「
帳
」
に
は
、「
以
レ
理

解
任
」、
あ
る
い
は
解
任
の
前
後
の
勤
務
状
況
な
ど
に
関
わ
る
情
報
が
記
載
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
「
帳
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ

ま
え
れ
ば
、
省
で
所
管
す
る
台
帳
と
し
て
の
「
考
帳
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

台
帳
と
し
て
の
考
帳
は
、
考
課
対
象
者
の
確
認
台
帳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
報
告

書
と
し
て
の
考
帳
（
あ
る
い
は
考
状
（
を
は
じ
め
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
情
報

の
蓄
積
に
よ
り
、
官
人
の
人
事
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
機
能
を
も
果
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



13 「考帳」について

四　
考
帳
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
考
帳
と
は
、
官
人
の
勤
務
状
況
を
は
じ
め
と
す
る

人
事
上
の
問
題
、
と
く
に
考
解
や
「
以
レ
理
解
任
」
な
ど
の
解
任
の
問
題
に
関

し
て
、
あ
る
い
は
官
人
全
般
の
基
礎
的
台
帳
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
考
課
関
係
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
最
後
に
、
考
帳
が
平

安
時
代
前
期
の
史
料
に
登
場
す
る
理
由
、
す
な
わ
ち
八
世
紀
末
以
降
に
考
帳
の

機
能
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
第
二
章
で
検
討
し
た
考
解
の
問
題
に
関
し
て
だ
が
、
考
解
の
実
例
と
し

て
は
、
既
述
の
平
安
時
代
に
お
け
る
郡
司
の
ケ
ー
ス
し
か
確
認
で
き
な
い
。
こ

れ
ら
は
考
課
令
�
考
郡
司
条
の
、
郡
司
の
等
第
が
「
下
々
」
と
な
っ
た
ケ
ー
ス

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
官
人
の
考
課
が
早
く
か
ら
「
中
上
」
に
固

定
化
す
る
中
で
、
郡
司
に
対
し
て
は
実
質
的
な
考
課
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
っ

た
点
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
【
史
料
⓾
】
の
実
例
の
よ
う
に
、
国
司
は

「
下
」
の
評
価
で
も
郡
司
を
解
任
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

解
任
に
視
点
を
置
い
た
考
課
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
さ
き
に
郡
司
の
解

任
に
関
す
る
宝
亀
十
年
勅
（【
史
料
⓫
】（
を
と
り
あ
げ
た
が
、
こ
れ
を
含
め
宝

亀
～
延
暦
初
年
に
し
ば
し
ば
打
ち
出
さ
れ
た
国
・
郡
司
に
対
す
る
責
務
強
化
策

は
、
郡
司
に
関
し
て
は
基
本
的
に
解
任
の
罰
則
規
定
を
と
も
な
っ
て
い
た
（
（（
（

か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
調
庸
等
の
貢
納
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八

世
紀
後
半
以
降
、
諸
国
か
ら
の
貢
納
物
の
麁
悪
・
違
期
・
未
進
が
深
刻
化
す
る

中
で
（
（（
（

、
そ
の
行
政
能
力
が
中
央
財
政
の
問
題
に
直
結
す
る
郡
司
に
対
し
て
は
、

考
解
を
含
む
厳
し
い
考
課
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
九
世
紀
末
の
寛
平
二
年
（
八
九
○
（、
そ
れ
以
前
の
宝
亀
十
年
勅

の
規
定
に
関
し
、
貢
調
郡
司
に
よ
る
返
抄
の
進
上
に
具
体
的
な
程
限
を
設
け
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
「
即
解
任
之
由
、
科
罪
之
法
、
同
附
二
朝
集
使
一

言
上
」（（（
（

と
し
て
、
考
課
に
と
も
な
う
解
任
の
報
告
を
再
度
確
認
し
て
い
る
。
国

司
の
受
領
化
に
よ
り
、
九
世
紀
を
通
し
て
郡
司
へ
の
統
制
が
強
化
さ
れ
る
中
、

郡
司
の
考
課
に
関
し
て
は
、
国
司
に
よ
る
恣
意
的
な
解
任
を
防
ぐ
意
味
も
含
め
、

考
帳
に
よ
る
報
告
の
必
要
性
が
さ
ら
に
増
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
延
喜
式
』
の
考
帳
関
連
史
料
に
は
、「
凡
郡
司
補
任
之
後
、
二
年
頻

不
レ
附
二
考
帳
一
者
解
任
」（【
史
料
１
ｂ
】（
の
よ
う
に
、
郡
司
の
み
を
対
象
と

し
た
規
定
が
み
ら
れ
る
。【
史
料
４
】
は
そ
の
実
例
と
み
ら
れ
、
実
際
に
こ
う

し
た
解
任
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
考
帳
が
ど
の
種
類
の
も
の
を
指
す

の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
法
曹
類
林
』
所
収
の
讃
岐
永
直
の
勘
文
の
中
で
、
同

じ
内
容
に
つ
い
て
「
経
二
二
考
已
上
一
不
レ
録
二
考
文
一
郡
司
」（（（
（

と
記
載
し
て
い
る

と
こ
ろ
を
み
る
と
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
勘
文

で
は
、
考
課
の
内
容
と
い
う
よ
り
も
、
出
仕
し
な
い
こ
と
自
体
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
。
九
世
紀
に
お
け
る
郡
司
の
就
任
忌
避
の
要
因
と
し
て
、
国
司
の
受
領

化
の
中
で
郡
司
が
徴
税
請
負
人
化
す
る
一
方
、
在
地
有
力
者
に
よ
る
租
税
負
担

の
拒
否
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
そ
の
請
負
に
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
郡
司
の
解
任
規
定
も
そ
う
し
た
問
題
に
関
わ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
考
解
の
場
合
と
同
様
に
、
彼
ら
へ
の
厳
し
い
負
荷
を
背
景

に
形
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
九
世
紀
に
お
け
る
財
源
確
保
の
問
題
に
関
し
て
、
別
の
角
度
か
ら
み

た
場
合
、
第
三
章
で
み
た
勘
籍
人
の
増
加
も
ま
た
、
課
丁
数
そ
し
て
貢
納
物
の

減
少
に
直
接
つ
な
が
る
看
過
で
き
な
い
問
題
と
な
る
。
と
く
に
内
位
を
獲
得
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
位
子
階
層
に
お
け
る
官
人
再
生
産
構
造
の
中
に
入
る
こ
と
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を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の
問
題
が
永
続
化
す
る
。
畿
内
に
隣
接
す
る
近
江
・
丹

波
国
の
著
し
い
勘
籍
人
（
雑
色
人
（
の
増
加
に
対
し
て
、
主
計
寮
が
「
貢
賦
无
レ

闕
」
く
す
る
た
め
、「
応
三
毎
年
立
レ
限
載
二
蠲
符
雑
色
人
数
一
事
」
を
上
申
し
、

貞
観
九
年
（
八
六
七
（
に
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
そ
し
て
三
善
清
行
は
、

延
喜
十
四
年
（
九
一
四
（
に
、
外
位
で
あ
る
資
人
が
し
き
り
に
「
内
考
」
に
遷

任
し
て
い
る
実
態
な
ど
を
あ
げ
た
上
で
、
貞
観
九
年
の
近
江
・
丹
波
国
に
対
す

る
措
置
を
諸
国
す
べ
て
に
対
し
て
拡
大
す
る
こ
と
を
進
言
し
て
お
り
（
（（
（

、『
延
喜

式
』（
民
部
省
上
（
に
は
そ
の
諸
国
定
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
九
世
紀
以
降
の
勘
籍
人
（
あ
る
い
は
位
子
階
層
（
の
増
加
が
問

題
に
な
る
中
で
、「
以
レ
理
解
任
」
な
ど
を
理
由
と
し
た
、
外
位
・
白
丁
出
身

者
の
安
易
な
解
任
を
防
ぐ
こ
と
は
必
須
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
考
帳
が

積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
官
人
の
任
用
に
あ
た
っ
て
考
課
対
象

者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
考
帳
が
使
用
さ
れ
て
き
た
が
（【
史
料

３
】（、
そ
の
考
課
対
象
者
の
数
自
体
を
抑
制
す
る
た
め
に
も
、
考
帳
は
重
要
な

機
能
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
考
帳
と
は
、
八
世
紀
後
半
以
降
の
租
税
収
取
や
そ
れ

に
関
わ
る
在
地
の
動
向
を
背
景
に
、
い
わ
ゆ
る
「
考
課
」
と
は
別
の
役
割
を
も

期
待
さ
れ
た
考
課
関
係
文
書
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
考
帳
に
つ
い
て
そ
の
機
能
を
中
心
に
検
討
し
た
。
も
う
一
度
ま
と
め

る
と
、
考
帳
と
は
個
々
の
官
人
の
人
事
上
の
問
題
に
関
す
る
情
報
を
記
載
し
た

考
課
関
係
文
書
で
、
考
課
の
際
に
諸
司
か
ら
式
部
・
兵
部
省
に
送
ら
れ
る
報
告

書
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
情
報
を
蓄
積
し
た
二
省
の
官
人
台
帳
の
こ
と
を
指
し
て

い
た
。
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
は
考
状
の
系
譜
を
引
く
と
み
ら
れ
る
が
、
考
帳

で
重
視
さ
れ
て
い
た
内
容
は
、
等
第
に
関
わ
る
情
報
と
い
う
よ
り
も
、
考
解
や

「
依
レ
理
解
任
」
な
ど
、
解
任
の
根
拠
と
な
る
情
報
で
あ
っ
た
。
台
帳
と
し
て

の
考
帳
は
、
そ
う
し
た
人
事
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
機
能
す
る
一
方
で
、

考
課
対
象
者
を
識
別
す
る
た
め
の
リ
ス
ト
と
い
う
基
本
的
な
役
割
も
あ
っ
た
。

一
般
の
官
人
に
お
い
て
、
考
課
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
く

な
っ
た
中
で
、
こ
う
し
た
考
課
関
係
文
書
が
、
郡
司
や
雑
任
に
関
わ
る
も
の
を

中
心
に
、
平
安
時
代
前
期
の
史
料
に
表
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
後
半

以
降
の
租
税
収
取
に
関
す
る
問
題
や
、
そ
の
背
後
に
あ
る
在
地
の
動
向
に
対
応

す
る
た
め
の
官
人
統
制
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
考
帳
は
十
世
紀
の
間
に
史
料
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
（
（（
（

。
そ
の
問

題
に
つ
い
て
今
回
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
よ
う
な
考

帳
の
役
割
か
ら
み
て
、
報
告
書
と
し
て
の
考
帳
の
消
滅
の
一
因
に
は
、
十
世
紀

に
お
け
る
国
郡
機
構
の
変
化
、
あ
る
い
は
課
丁
数
を
根
拠
と
す
る
調
庸
確
保
の

放
棄
（
（（
（

、
な
ど
の
問
題
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
台
帳
と
し
て
の
考
帳
ま
で
み
え
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
周
知

の
よ
う
に
、
郡
司
や
雑
任
を
含
め
、
何
ら
か
の
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
各
種
の
補
任
帳
や
労
帳
な
ど
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一

方
で
、
考
帳
の
よ
う
な
散
位
も
含
む
（
（（
（

官
人
全
体
を
把
握
す
る
よ
う
な
台
帳
は
、

た
ん
な
る
歴
名
の
よ
う
な
形
の
も
の
で
す
ら
作
成
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
考
帳
の
消
滅
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
別
の
側
面

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

く
り
返
す
よ
う
に
、
考
課
に
つ
い
て
は
そ
の
形
式
化
が
早
く
か
ら
進
ん
で
お
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り
、
ま
た
六
位
以
下
の
官
位
相
当
制
も
遵
守
が
困
難
に
な
る
な
ど
、
平
安
時
代

の
は
じ
め
に
お
い
て
、
令
制
の
考
選
制
度
に
基
づ
い
た
人
事
シ
ス
テ
ム
は
、
有

効
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
考
課
の
対
象
に

な
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
官
人
集
団
に
加
わ
る
こ
と
と
同
義
と
し
て
十
分
に

意
味
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
延
喜
式
』
に
「
凡
京
国
毎
年
所
レ
貢
位

子
者
、
勘
二
会
籍
帳
一、
下
二
其
蠲
符
一。
乃
聴
レ
預
レ
考
。
雑
色
出
身
亦
准
レ
此
。

但
蔭
子
孫
不
レ
在
二
此
限
一
」（
式
部
省
上
（
と
み
え
る
よ
う
に
、
勘
籍
を
受
け

て
「
出
身
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蔭
子
孫
に
つ
い
て
は
、

右
お
よ
び
「
凡
蔭
子
孫
者
、
本
貫
貢
送
、
勿
二
更
勘
籍
一
」（
民
部
省
上
（
の
よ

う
に
、
手
続
き
の
省
略
こ
そ
あ
っ
た
が
、「
蔭
子
」「
蔭
孫
」
と
し
て
出
身
す
る

こ
と
で
、
は
じ
め
て
課
役
が
免
除
さ
れ
、「
考
」
に
預
か
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
考
課
が
形
式
化
し
た
あ
と
も
、「
考
」（
得
考
・
預
考
（
と
は
官
人
身
分

の
表
象
と
し
て
、
長
ら
く
一
定
の
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
考
」
に
預
か
る
者
全
体
を
把
握
す
る
た
め
の
二
省
所
管
の

台
帳
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
官
人
で
あ
る
こ
と
の
最
低

限
の
条
件
と
し
て
の
「
考
」
の
側
面
ま
で
も
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
十
世
紀
の
間
に
そ
れ
ま
で
の
「
官
人
」
と
い
う
枠
組
そ
の
も
の
が
大
き
く
変

わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
右
で
み
た
よ
う
に
「
考
」
と

密
接
に
関
わ
る
勘
籍
に
関
し
て
も
、
十
世
紀
の
間
に
、
二
省
お
よ
び
民
部
省
に

よ
る
把
握
よ
り
も
、
諸
司
へ
の
実
質
的
な
奉
仕
が
免
課
役
等
の
条
件
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
方
面
で
の
令
制
的
な
官
人
把
握
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
大
き
く

変
化
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　
「
官
人
」
の
枠
組
み
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検

討
を
要
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
考
帳
と
は
、
史
料
上
に
わ
ず
か
し
か
登
場

し
な
い
よ
う
な
影
の
薄
い
文
書
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
消
長
自
体
が
、
九
～
十

世
紀
に
お
け
る
官
人
社
会
の
変
動
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

註

（
１
（ 

訳
注
日
本
史
料
『
延
喜
式
』
中
（
集
英
社
、
二
○
○
七
年
（
四
八
二
頁
。

（
２
（ 

野
村
忠
夫
氏
に
よ
る
考
課
制
度
の
研
究
（『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
増
訂
版
、
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
○
年
な
ど
（
以
来
、
官
人
考
課
の
固
定
・
形
式
性
は
通
説
で
あ
っ

た
が
、
寺
崎
保
広
氏
は
「
考
課
木
簡
の
再
検
討
」（『
古
代
日
本
の
都
城
と
木
簡
』
吉
川

弘
文
館
、
二
○
○
六
年
、
初
出
は
一
九
八
九
年
（
で
、
奈
良
時
代
前
半
ま
で
は
実
態
に

即
し
た
考
課
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
（ 

『
政
事
要
略
』
巻
二
十
五
、
天
暦
五
年
（
九
五
一
（
十
月
一
日
太
政
官
符
。

（
４
（ 

天
平
六
年
（
七
三
四
（「
出
雲
国
計
会
帳
」（『
大
日
本
古
文
書
』
一
―
五
九
八
（。

（
５
（ 

大
隅
清
陽
「
律
令
官
人
制
と
君
臣
関
係
―
王
権
の
論
理
・
官
人
の
論
理
―
」（『
律

令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
一
年
、
初
出
は
一
九
九
六
年
（、

拙
稿
「
考
状
の
成
立
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
三
七
、
二
○
○
二
年
（。

（
６
（ 

こ
の
（
Ⅱ
（
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
令
文
上
で
「
考
解
」
の
用
語
が
明
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
条
義
解
が
、
考
解
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

考
課
令
6（
内
外
官
人
条
と
同
一
の
解
任
手
続
き
を
述
べ
て
い
る
点
や
、
後
述
の
郡
司
の

「
考
解
」
の
実
例
な
ど
か
ら
、
考
解
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
（ 

註
（
２
（
寺
崎
氏
論
文
。

（
８
（ 

『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
（
七
月
二
十
三
日
式
部
省
請
奏
。

（
９
（ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
、
大
同
四
年
（
八
○
九
（
九
月
二
十
七
日
太
政
官
符
。

（
⓾
（ 
『
貞
観
交
替
式
』
に
も
宝
亀
十
年
（
七
七
九
（
八
月
二
十
五
日
太
政
官
符
と
し
て

収
載
。

（
⓫
（ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
（
六
月
十
九
日
太
政
官
符
。

（
⓬
（ 

考
状
が
考
帳
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
理
由
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
本

稿
で
想
定
し
て
い
る
、
重
視
す
べ
き
情
報
の
変
化
、
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
契
機
か
も
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た
。

（
㉑
（ 

春
宮
舎
人
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
初
頭
に
は
す
で
に
白
丁
か
ら
も
採
用
が
あ
り
、

大
同
元
年
（
八
○
六
（
に
正
式
に
認
可
さ
れ
（『
類
聚
国
史
』
巻
百
七
、
春
宮
坊
（、
弘

仁
三
年
（
八
一
二
（
に
は
外
位
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
（『
類
聚
国
史
』
同
（。
中
宮
舎
人

（「
皇
后
宮
職
舎
人
」（
に
つ
い
て
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
（
に
白
丁
か
ら
の
採
用
が

認
可
さ
れ
た
（『
日
本
後
紀
』
同
年
十
月
甲
辰
条
（。

（
㉒
（ 

な
お
、
こ
の
式
の
法
源
で
あ
る
承
和
十
四
年
二
月
十
四
日
太
政
官
符
（
註
（
㉓
（

史
料
（
の
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
類
聚
三
代
格
』
も
「
考
を

待
ち
て
解
き
、
補
す
」
と
解
し
て
い
る
。

（
㉓
（ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
、
承
和
三
年
（
八
三
六
（
正
月
十
五
日
・
同
十
年
（
八
四

三
（
四
月
十
九
日
・
同
十
四
年
（
八
四
七
（
二
月
十
四
日
太
政
官
符
。

（
㉔
（ 

野
村
忠
夫
「
勘
籍
の
本
質
と
機
能
―
官
人
出
身
の
手
続
き
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
官

人
制
論
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
（
な
ど
。

（
㉕
（ 

こ
の
格
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
（
十
二
月
二
十
九

日
制
に
お
い
て
、
当
時
の
現
状
と
し
て
す
で
に
「
白
丁
者
唯
在
二
一
身
一、
是
以
、
数
年

之
後
、
駆
使
乏
レ
人
」（『
類
聚
国
史
』
巻
百
七
、
春
宮
坊
（
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
㉖
（ 

寺
崎
保
広
「
式
部
曹
司
庁
の
成
立
」（
註
（
２
（
寺
崎
氏
前
掲
書
（。

（
㉗
（ 

一
般
的
に
伴
部
が
「
凡
諸
司
伴
部
者
、
各
以
二
負
名
氏
入
色
者
一
補
之
。
不
レ
得
三

輙
取
二
白
丁
一。
若
其
氏
無
二
入
色
一
者
、
本
司
録
レ
状
請
二
官
処
分
一
」（『
延
喜
式
』
式
部

省
上
（
と
さ
れ
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
に
お
い
て
は
白
丁
な
ど
か
ら
の
採
用
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
騎
士
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』（
左
右
馬
寮
（
に
、

「
凡
騎
士
十
人
、
随
二
其
才
一
移
二
兵
部
一、
勘
籍
即
預
二
寮
考
一。
若
無
レ
故
不
レ
上
者
還
レ

本
」
と
あ
り
、
勘
籍
の
手
続
き
、
そ
し
て
春
宮
舎
人
と
同
様
の
解
任
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
兵
庫
寮
の
工
部
は
、『
延
喜
式
』（
兵
庫
寮
（
の
「
雑
工
部
」
が

こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
、
同
式
で
「
凡
雑
工
部
廿
人
、
簡
二
取
戸
内
百
姓
芸
業
勝
レ

衆
者
一、
移
二
兵
部
省
一
勘
籍
補
之
」
と
さ
れ
て
い
る
。
鼓
吹
生
（
鼓
吹
部
（
も
、
同
式
で

「
凡
鼓
吹
部
者
、
簡
二
取
戸
内
百
姓
才
業
秀
レ
衆
者
一、
移
二
兵
部
省
一
勘
籍
補
之
」
と
さ
れ

て
い
る
。
作
手
隼
人
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
番
上
の
隼
人
が
『
延
喜
式
』（
隼
人
司
（

し
れ
な
い
。
一
方
、
名
称
自
体
の
由
来
を
考
え
る
上
で
、
職
員
令
⓭
式
部
省
条
の
「
選

叙
」
に
つ
い
て
、
同
条
集
解
穴
記
に
「
選
課
随
二
任
用
一
上
レ
官
。
即
就
二
考
状
帳
一
銓
二

衡
其
人
一
」
と
み
え
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
穴
記
の
見
解
の
正
否
は
と
も
か
く
、「
考

状
帳
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
し
た
ら
し
い
。
平
城
宮
出
土
の
木
簡
の
中
に
も
、

「
出
羽
国
郡
司
考
□
□〔
状
帳
ヵ
〕／
神
亀
五
年
」（『
平
城
宮
木
簡
』
六
―
九
八
八
三
号
（

「
天
平
宝
字
四
年

 

□
史
考
状
□〔
帳
ヵ
〕」（『
平
城
宮
木
簡
』
七
―
一
一
九
四
八

号
（
の
よ
う
に
「
考
状
帳
」
と
読
み
取
れ
そ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
い

ず
れ
も
軸
の
木
口
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
各
人
の
「
考
状
」
を
集
め
た
も
の
が
「
考

状
帳
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
略
さ
れ
て
「
考
帳
」
に

な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
⓭
（ 

註
（
５
（
拙
稿
。

（
⓮
（ 

渡
辺
晃
宏
「
兵
部
省
の
武
官
人
事
権
の
確
立
と
考
選
制
度
―
平
城
宮
東
区
朝
堂
院

南
方
官
衙
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
四

○
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
文
化
財
論
叢
Ⅱ
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
（
参

照
。

（
⓯
（ 

こ
の
ほ
か
、
職
員
令
⓭
式
部
省
条
に
「
内
外
文
官
名
帳
」
な
ど
の
記
述
も
あ
り
、

同
条
義
解
が
「
任
授
簿
外
、
更
有
二
名
帳
一
」
と
す
る
が
、
一
方
で
公
式
令
（4
任
授
官
位

条
集
解
の
穴
記
が
「
任
簿
此
名
帳
也
」
と
す
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
⓰
（ 

軍
防
令
46
五
位
子
孫
条
・
同
4（
内
六
位
条
。

（
⓱
（ 

例
え
ば
、
下
級
官
人
の
中
に
は
「
位
子
无
位
丸
連
群
麻
呂
」（『
大
日
本
古
文
書
』

二
―
九
一
（
の
よ
う
な
肩
書
き
を
も
つ
者
が
散
見
す
る
。
定
額
散
位
の
員
数
が
定
め
ら

れ
た
際
、「
以
二
式
部
散
位
四
百
人
、
蔭
子
・
位
子
・
留
省
資
人
共
二
百
人
、
兵
部
散
位

二
百
人
一、
為
二
定
額
一
与
レ
考
」（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
（
十
二
月
丙

寅
条
（
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
散
位
と
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
。

（
⓲
（ 

軍
防
令
4（
帳
内
条
。

（
⓳
（ 

軍
防
令
46
五
位
子
孫
条
お
よ
び
同
条
義
解
。

（
⓴
（ 

後
掲
【
史
料
⓭
】。
周
知
の
よ
う
に
、
帳
内
・
資
人
に
は
外
位
が
与
え
ら
れ
て
い
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で
「
凡
番
上
隼
人
廿
人
、
有
レ
闕
者
取
二
五
畿
内
及
近
江
・
丹
波
・
紀
伊
等
国
隼
人
幹
了

者
一、
申
レ
省
補
之
」
と
あ
る
の
で
、
工
部
・
鼓
吹
生
と
同
様
な
状
況
が
想
定
で
き
よ
う
。

（
㉘
（ 
『
本
朝
月
令
』
四
月
廿
日
奏
二
郡
司
擬
文
一
事
。

（
㉙
（ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
四
、
貞
観
四
年
九
月
二
十
二
日
太
政
官
符
所
引
宝
亀
四
年

（
七
七
三
（
閏
十
一
月
二
十
三
日
太
政
官
符
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
（
五

月
戊
午
条
、
同
七
月
丁
巳
条
な
ど
。

（
㉚
（ 

長
山
泰
孝
「
調
庸
違
反
と
対
国
司
策
」（『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
塙
書
房
、
一

九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
六
九
年
（。

（
㉛
（ 

註
（
11
（
史
料
。

（
㉜
（ 

『
法
曹
類
林
』
巻
一
九
七
、
経
二
二
考
已
上
一
不
レ
録
二
考
文
一
郡
司
、
不
レ
解
二
見
任
一、

可
レ
謂
二
国
司
怠
一
事
。

（
㉝
（ 

森
公
章
「
九
世
紀
の
郡
司
と
そ
の
動
向
」（『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
二
○
○
○
年
（。

（
㉞
（ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
（
五
月
八
日
太
政
官
符
。

（
㉟
（ 

『
本
朝
文
粋
』
巻
第
二
、「
意
見
十
二
箇
条
」。

（
㊱
（ 

考
帳
の
終
見
は
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
（
十
二
月
二
十
七

日
宣
旨
（【
史
料
４
】
の
申
文
に
対
す
る
宣
旨
（。
な
お
、
関
連
す
る
「
考
解
」
の
終
見

は
、
さ
ら
に
あ
と
の
同
永
延
二
年
（
九
八
八
（
七
月
二
十
三
日
太
政
官
符
。

（
㊲
（ 

中
込
律
子
「
受
領
請
負
制
の
再
検
討
―
摂
関
期
に
お
け
る
中
央
税
財
政
シ
ス
テ
ム

の
再
編
―
」（『
平
安
時
代
の
税
財
政
構
造
と
受
領
』
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
、
初
出

は
一
九
九
三
年
（。

（
㊳
（ 

考
帳
の
機
能
か
ら
す
れ
ば
、「
預
レ
考
」
る
者
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
散
位
で
あ
っ
て

も
考
帳
に
載
せ
ら
れ
る
。
実
際
、
禄
令
６
応
初
任
官
条
集
解
に
「
或
釈
云
、
其
遭
レ
喪

解
官
之
徒
、
周
期
之
内
復
遷
任
者
、
不
レ
在
二
初
任
之
例
一、
通
二
計
前
任
日
一
給
耳
。
何

者
、
為
レ
未
レ
付
二
散
位
考
帳
一
故
」
と
み
え
る
よ
う
に
、「
散
位
考
帳
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
㊴
（ 

拙
稿
「
官
人
代
の
成
立
」（『
日
本
歴
史
』
七
三
八
、
二
○
○
九
年
（。


